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学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六
号）第六条第一項の規定に基づき、学校環境衛生
基準（平成二十一年文部科学省告示第六十号）の
一部を次のように改正し、平成三十年四月一日か
ら施行する。

平成三十年三月三十日

文部科学大臣 林 芳正

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部
分又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に
掲げる規定の傍線を付した部分又は破線で囲んだ部分のよ
うに改める。

次へ



学校における換気、

採光、照明、保温、清潔保持その他環境

衛生に係る事項について、児童生徒等及

び職員の健康を保護する上で維持される

ことが望ましい基準（以下、「学校環境衛

生基準」という。）

文部科学大臣は、

を定めるものとする。

戻る

「学校環境衛

生基準」



学校保健安全法 附則第二条

政府は、この法律の施行後五年を経
過した場合において、 この法律による
改正後の規定の施行の状況について
検討を加え、必要があると認めるとき
は、 その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。



等を踏まえ、
学校保健安全法附則第２条の規定に基づき、平成
28年度に有識者会議を設置し、基準全般につい
て検討を行い、その結果を踏まえ基準の一部を改
正する。

・机、いすの検査方法に用いる座高の測定が平成
28年度の健康診断の必須項目から削除された
こと

・学校における温度やＩＣＴ環境の整備等学習環
境の変化に対する意見・要望



化学物質 指針値（新） 指針値（現行） 根拠 主な発生源

2- エチル -1- ヘ
キサノール

130 μg/m3

(0.02 ppm) ―
ヒトの眼刺激や感覚器などへの影響
に関する知見から、耐用濃度を基に
算出。

・可塑剤の分解生成物
・内装材等の施工用接着剤、
塗料

テキサノール
240 μg/m3

(0.03 ppm) ―
ラットに対する反復経口投与毒性試
験における一般毒性に関する知見か
ら、LOAEL（最小毒性量）を基に算出。

・可塑剤の分解生成物
・内装材等の施工用塗料、シー
リング剤

TXIB 100 μg/m3

(8.5 ppb) ―
反復投与毒性・生殖発生毒性併合試
験における親動物の一般毒性に関
する知見から、LOAELを基に算出。

・可塑剤

キシレン
200 μg/m3

(0.05 ppm)
870 μg/m3

(0.20 ppm)

ヒトにおける長期間暴露の疫学調査

に関する知見から、慢性最小リスク

レベルを算出。

・合板や内装材等の接着剤や

塗料の溶剤及び希釈剤

・建材だけでなく家具類も同様

・キシレンの市販品は通常エチ

ルベンゼンも含むエチルベンゼン
58 μg/m3

(0.01 ppm)
3800 μg/m3

(0.88 ppm)

マウス、ラットに対する吸入暴露した

発がん性試験に関する知見から、

LOAELを基に算出。

フタル酸ジ-n-ブ
チル

17 μg/m3

(1.5 ppb)
220 μg/m3

(0.02 ppm)

ラットを用いた生殖・発生毒性の用量
反応関係に関する知見から、LOAEL
を基に算出。

・塗料、顔料、接着剤に加工性
や可塑化効率の向上のために
使用

フタル酸ジ-2-エ
チルヘキシル

100 μg/m3

(6.3 ppb)
120 μg/m3

(7.6 ppb)
ラットの雄生殖器系への影響に関す
る知見から、LOAELを基に算出。

・壁紙、床材、各種フィルム、電
線被覆等に使用

・指針値が守れるかどうかより、適切な値を示すことがガイドラインの目的

シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会（厚生労働省）



1．温度の基準

2．温度、相対湿度及び気流の検査方法

3．浮遊粉じん

4．照度

5．飲料水の水質（有機物等）

6．机、いすの高さ

7．水泳プールの水質（有機物等）

8．総トリハロメタン

9．単位リットルの記載



第1 教室等の環境に係る学校環境衛生
・温度の基準
・温度、相対湿度及び気流の検査方法
・浮遊粉じん
・照度

第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生
・飲料水の水質（有機物等）・単位リットルの記載

第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品
の管理に係る学校環境衛生

・机、いすの高さ
第4 水泳プールに係る学校環境衛生

・水泳プールの水質（有機物等）
・総トリハロメタン ・単位リットルの記載

第5 日常における環境衛生に係る学校環境衛生
・温度の基準 ・単位リットルの記載

第6 雑則



改正前

検査項目 基 準

(2) 温度 10 ℃以上、30 ℃以下であることが望ましい。

改正後

検査項目 基 準

(2) 温度 17 ℃以上、28 ℃以下であることが望ましい。



教室等の温度は、人間の生理的な負担を
考えると、夏は30℃以下、冬は10℃以上で
あることが望ましい。

（中略）

児童生徒等に生理的、心理的に負担をか
けない最も学習に望ましい条件は、冬期で
18～20℃、夏期で25～28℃程度である。



学校環境衛生の基準

判定基準

教室内の温度：冬期では10度（感覚温
度9.5℃）以上、夏期では30℃（感覚温
度26℃）以下であることが望ましく、最
も望ましい温度は、冬期では18℃～
20℃、夏期では25℃～26℃である。

ア．温度・湿度・気流



冷暖房設備の一般家庭への普及により、児童生徒等は一定の温度に保たれた居室
環境で過ごす時間が長くなったことにより、教室等の温熱環境に対する児童生徒等の
温冷感は、昭和39年当時とは異なってきていると考えられる。

内閣府「消費動向調査」



各月6日間における小学校6学級の教室の室温と子供の温冷感の関係

湯浅梢、倉渕隆、飯野由香利
空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集 991-994, 2011



【建築物環境衛生管理基準】
空気調和設備を設けている場合

昭和45年10月12日政令第304号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

昭和47年9月30日労働省令第43号事務所衛生基準規則

 室の温度が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調
節の措置を講じなければならい

 室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低
くしてはならない。

 空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上
28度以下

 17度以上28度以下
 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その

差を著しくしないこと。



学校教育法第1条に規定する学校等

⇒ すべてが「学校環境衛生基準」に従う。
（専修学校、幼保連携型認定こども園については準用）

該当要件： 1棟当たりの延べ面積が学校教育法第
1条に規定する学校及び幼保連携型認
定こども園は8,000 m2以上、専修学
校は3,000 m2以上

特定建築物（建築物衛生法第2条）に該当する学校等

⇒ 「建築物衛生法」の建築物衛生管理基準に従う。
学校環境衛生基準と同じ項目についての基準
は、厳しい方を遵守する。



検査項目 基 準

(1) 換気
(2) 温度
(3) 相対湿度
(5) 気流
(7) 二酸化窒素
(10) 照度
(12) 騒音

「～であることが望ましい」

(4)   浮遊粉じん
(6)   一酸化炭素
(8)   揮発性有機化合物
(9)   ダニ又はダニアレルゲン
(11) まぶしさ

「～であること」

学校環境衛生基準は、学校における換気、採光、照明、保温、清
潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職
員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準



「～であることが望ましい」

・ 周囲の環境等に影響されやすい数値であり、
概ねその基準を遵守することが望ましいとさ
れているもの

「～であること」

・ この数値を超えると児童生徒等への健康へ
の影響が大きいと考えられるもの

・ 他の法律において同様に「であること」等と定
められているもの

⇒ 守られるべき値として示している。



児童生徒の健康や学習環境の確保の観点から、
温度の適切な管理に努めることが大切である。

温熱環境の快適性は、温度、湿度、気流等に
よって影響を受けるため、温度のみでなく、
湿度、気流等も考慮した総合的な対応が求め
られる。

室内気候の諸要素の中、乾球温度は最も代表的な要素であり、測定も評価も
一般に普及しているが、気温だけで室内環境の基準を示すことは、不十分であ
る。強いていえば気温だけで代表させられる場合とは、わが国の冬季、室内で
無風状態で、相対湿度が低く、気温と室内物体表面温度が等しい場合である。
それ以外はすべての諸要素との総合として把握しなければならない。

（ビルディングの環境衛生基準に関する研究 昭和40年度厚生科学研究）



学校にエアコンが設置してあるのに、暑く
てもつけてくれない。学校に尋ねたら、
「学校環境衛生基準で、教室の温度は10℃
以上30℃以下が望ましいとされており、
30℃を超えないとつけない」と言われた。
何とかならないか？



教室等において、冷房及び暖房設備
を使用する場合は、温度のみで判断
せず、その他の環境条件及び児童生
徒等の健康状態を観察した上で判
断し、衣服による温度調節を含め、
適切な措置を講ずること。

学校環境衛生管理マニュアル［平成30年度改訂］



改正前

検査項目 方 法

(2) 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。

(3) 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。

(5) 気流 カタ温度計又は微風速計を用いて測定する。

改正後

検査項目 方 法

(2) 温度 0.5度目盛の温度計を用いて測定する。

(3) 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計を用いて測定する。

(5) 気流
0.2 m／秒以上の気流を測定することができる
風速計を用いて測定する。



検査
項目

学校環境衛生基準
（改正前）

建築物環境衛生管理基準

温度
アスマン通風乾湿計を
用いて測定する

0.5度目盛の温度計

相対
湿度

アスマン通風乾湿計を
用いて測定する

0.5度目盛の乾湿球湿度計

気流
カタ温度計又は微風
速計を用いて測定する

0.2 m毎秒以上の気流を測
定することができる風速計

これと同程度以上の性能を有する測定器を用いて測定することを可としている。



特定水銀使用製品＊に該当するものについ
ては、製品ごとに規制開始日（平成30年１
月１日又は平成32年12月31日）以降、その
製造（水銀汚染防止法）・輸出入（外為法）
が原則として禁止される。

＊特定水銀使用製品：水銀使用製品のうち、その製造に係る
規制を行うことが特に必要なものとして規制された製品



規制開始日以降でも、既に使用している規制対象
製品を継続使用すること、規制開始前日前に製
造・輸入されたものを販売すること、修理・交換
のために使用することを禁止するものでない。



改正前

改正後

備考

・学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か

所以上の机上の高さにおいて検査を行う。

・空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等

においては、必要と認める場合に検査を行う。

・検査の結果が著しく基準値を下回る場合 には、以後教室等の環

境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することが

できる。

備考

・学校の授業中等に、各階1 以上の教室等を選び、適当な場所1 か

所以上の机上の高さにおいて検査を行う。

・空気の温度、湿度又は流量を調節する設備を使用している教室等

においては、必要と認める場合に検査を行う。

＊

基準値（0.10 mg／m3以下）の1/2 以下＊



・たばこの煙

・チョークの粉

・生徒が持ち込む土由来のもの

・工場や自動車の排気ガス



Ａ．調査対象 大学を除く全国の国公私立学校

50,966校
Ｂ．有効回答 31,558校（61.9％）

Ｃ．浮遊粉じんの検査実施校 10,256校（32.5％）

Ｄ．浮遊粉じんの基準不適合校 82校（0.8％）

Ｅ．基準不適合校の想定 407校（Ａ×0.8％）

公益社団法人日本薬剤師会「平成26年度全
国学校保健調査集計結果報告」



ノーマルチョーク ダストレスチョーク

成分 硫酸カルシウム 炭酸カルシウム

原料 石膏（鉱物）に含まれている硫酸カルシウム 貝殻、サンゴの骨格、卵殻に含まれている
炭酸カルシウム

特徴 ・粒子（密度）が粗いので比較的柔らかい

・やわらかいので折れやすく、長持ちしにく
い

・書き味は柔らかく、太い文字が書きやすい
・消したときに粉が飛び散りやすい

・粒子（密度）が細かいので比較的固い
・固いので折れにくく、長持ちする

・書き味は固く滑らか、軽いタッチで細かい
文字もかける

・消したときに粉が飛び散りにくい

許容濃度 TLV‐TWA： 10 mg/m3    （米国）
TLV‐TWA： 10 mg/m3    （カナダ）
TLV‐STEL： 20 mg/m3    （カナダ）
第2種粉塵 1 mg/m3 （日本産業衛生学会）

総粉塵4 mg/m3 

（結晶性シリカ含有率3%未満の鉱物性粉じん）

TLV‐TWA： 10 mg/m3    （米国）
TLV‐TWA： 10 mg/m3    （カナダ）
TLV‐STEL： 20 mg/m3    （カナダ）
第3種粉塵 2 mg/m3 （日本産業衛生学会）

総粉塵8 mg/m3 

症状
（吸入）

上部呼吸器官に刺激があるかもしれない 中毒は生じないが、咳や呼吸困難を生ずる
ことあり

TLV： Threshold Limit Values （許容限度）－ ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し暴露しても、有害な健康影響が現れないと考えら
れる化学物質の気中濃度

TLV-TWA (Time-Weighted Average)－ 1日 8時間、１ 週40 時間の時間荷重平均濃度

TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit)－ TWA以内であっても、1日のどの時間でも超えてはならない15分間TWA

＊

＊（公財）日本中毒情報センター



教室の窓、ドアを締め切った状態で硫酸カルシウム
製チョーク（2.45～3.98g）を使用し、黒板を20秒で拭き
終えた直後の床上75cmの平均粉塵濃度

0.265㎎/m3/1.0g for chalk （教卓が最大）

粉塵濃度は10分以降

約0.03㎎/m3/1.0g for chalk

仮にノーマルチョーク1本（5g）をすべて使用した場
合でも、最大粉塵濃度は1.325mg/m3であり、10分後
には0.15 mg/m3に低下する

森ら、講義室内のチョーク粉塵. 日衛誌31巻 1976, 589-594



〇 炭酸カルシウム製チョークの場合、
硫酸カルシウム製チョークと比較して
粒子の比重が大きく、チョークの粉の
飛散が抑えられる。

〇 上履きに履き替えないで土足で教室
を使用している場合は、土由来の粉じ
んが原因となることから、床拭きをす
るなど、適切に掃除を行うこと。



・清掃頻度の見直し等教室環境の変化（ほこ

りが溜まる可能性）

・学校前面の道路の拡幅による自動車の交通

量の増加、工場等の立地（教室に流入する

可能性のある外気の変化）



改正前

検査項目 基 準

(10) 照度
コンピュータ教室等の机上の照度は、500～
1000 lx 程度が望ましい。

改正後

検査項目 基 準

(10) 照度
コンピュータを使用する教室等の机上の照度
は、500～1000 lx 程度が望ましい。



改正前

検査項目 基 準

エ．全有機炭素（TOC）の
量又は過マンガン酸カリ
ウム消費量（以下「有機
物等」という。）

水質基準に関する省令（平成15年
厚生労働省令第101号）の表の下欄
に掲げる基準による。

エ．の項目中、過マンガン酸カリ
ウム消費量は、10 mg/ℓ以下である
こと。

改正後

検査項目 基 準

エ．有機物（全有機炭素
（TOC）の量）

水質基準に関する省令（平成15年厚
生労働省令第101号）の表の下欄に
掲げる基準による。

（1）水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の水質

（1）水道水を水源とする飲料水（専用水道を除く。）の水質



・有機物の種類によって消費される過マンガン酸
カリウムの量が異なる。

・過マンガン酸カリウムの濃度や反応時間によって
消費される過マンガン酸カリウムの量が異なる。

・有機物以外にも過マンガン酸カリウムを消費する
ものがある。

など

水中有機物の指標としては不十分である。



改正前

検査項目 基 準

（5）机、いすの高さ
机面の高さは座高／3＋下腿長、いすの高

さは、下腿長であるものが望ましい。

改正後

教室等の備品の管理

検査項目 基 準

削除 削除

教室等の備品の管理



毎学年１回の定期検査の項目と
して一律に定めるより、日常的
に個別に対応する。



改正前

検査項目 基 準

（5）有機物等
過マンガン酸カリウム消費量と

して12 mg/ℓ 以下であること。

改正後

検査項目 基 準

（5）有機物等（過マンガン酸
カリウム消費量）

12 mg/L 以下であること。



改正前

備考

記載なし

改正後

備考

プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略す
ることができる。

（7）総トリハロメタン

（7）総トリハロメタン



① 検査回数
使用期間中の適切な時期に1回以上行う

循環式プールの場合は、その使用を始めて２～３
週間経過した後、入替え式の場合は、その使用が
始まり、最初の入れ替えをする直前に測定するこ
とが望ましい。

（７）総トリハロメタン

備考
一 検査項目（9）（プール本体の衛生状態等）については、浄化設備

がない場合には、汚染を防止するため、1 週間に1 回以上換水し、
換水時に清掃が行われていること。この場合、腰洗い槽を設置する
ことが望ましい。

また、プール水等を排水する際には、事前に残留塩素を低濃度に
し、その確認を行う等、適切な処理が行われていること。

学校環境衛生基準



ℓ → L

国立研究開発法人産業技術総合研究所
計量標準総合センターHP

体積を表すリットルの単位としてℓは使えるのか？

国際単位系（SI）と併用してよい単位として、リットルは認められている。
単位の記号としては、小文字のl（エル）と大文字のLが認められている。
小文字のl（エル）と数字の1の判別ができるよう、しばしば筆記体で斜体

のℓが用いられているが、SIにおいて単位記号は立体と決められているの
で、ℓは正しくない。

なお、単位記号のフォント（自体）に関する制限はないため、立体のℓは間
違いとは言えないが、他の単位で筆記体を使用しないこととの統一性を
考えると、適切ではない。

数字の1との混乱を避けることを考えると、大文字のLを推奨する。



第3 学校環境衛生活動に係る留意事項
1 学校の設置者の責務について

学校の設置者においては、学校環境衛生活動が適切に実施される
よう、学校保健安全法（昭和33年法律第56号。以下「法」という。）第4条
の規定に基づき、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整
備充実その他の必要な措置を講ずるよう努められたいこと。

なお、「施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実」については、
例えば、検査器具など物的条件の整備、学校環境衛生検査委託費の
財政措置等が考えられること。

また、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があり、改善措置が必
要な場合において、校長より法第6条第3項の申出を受けた場合は、法
第6条第2項を踏まえて適切な対応をとるよう努められたいこと。

第1 改正の概要

第2 改正に係る留意事項

（略）

（略）



学校環境衛生管理マニュアル
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① 「学校環境衛生基準の考え方」、「学校環境衛生活動における学校関係者の役割」の項を新設

② 構成を変更
・ 「検査項目」を大項目とし、その中に「基準値の設定根拠等の解説」、「検査方法等の解説」、「事後措置」をまとめて記載

するよう修正

③ 学校環境衛生基準の改正に関連する項目の修正

・ 定期検査項目から削除した「机、イスの高さ」については、参考として引き続き記載。

⑤ 幼稚園や幼保連携型認定こども園の環境衛生
検査について説明の補足

⑥ 電子黒板やタブレット端末のICTに関する説明
の追記

⑦ 黒板、ホワイトボードの取扱いに関する説明
の補足及び追記

⑧ 水泳プールの水質管理に関する説明を補足

⑨ 日常点検に関する説明の補足

・ 日常点検表及びプール日常点検表の例を追加、事後措置の
説明の補足。

⑩ 臨時検査に関する説明の補足
・ 臨時検査を実施する例の構成を変更、水害時の消毒並

びにプールの水質異常の原因及び対処法について追記

⑪ 環境衛生に関する最新情報の追記
・ ＩＣＴ機器活用上の注意、アスベストに関する注意、除草剤

や害虫駆除剤等の使用上の注意等環境衛生に関する最新
情報を追記

・ 水質管理の方法及び事後措置について説明を補足、
並びに水質管理を行う上での参考情報を追加

主要な変更点

・ 学校環境衛生基準の改正に伴い、関連する項目について改訂。

・ 揮発性有機化合物の測定時間帯の変更、総トリハロメタンの測定箇所の変更。

補足的な変更点

第Ⅰ章 「学校環境衛生活動」

第Ⅱ章 「学校環境衛生基準」

第Ⅱ章 「学校環境衛生基準」

(ex. p34-36)

(p6, p7-9)

(ex. p34-36)

(p50, p133)

(p118-119)

(ex p27)

(p66)

(p117)

(p137)

(p158-159, 164-165)

(p167-171)

(p66, p112-113, p155)

④ 検査方法の変更











(6)一酸化炭素、(7)二酸化窒素

B 検査方法等の解説
①検査回数

改訂前 改訂後

毎学年2 回定期に行うが、どの時期
が適切かは地域の特性を考慮した上、
学校で計画立案し、実施する。

なお、教室等において燃焼器具を使
用していない場合に限り、検査を省略
することができる。

毎学年2 回定期とは、季節等を考慮
し、例えば夏冬の異なる季節を指す。
また、一般的に暖房器具を使用してい
ない夏期では、教科等により燃焼器具
を使用している教室等が検査の対象と
なる。

毎学年2 回定期に行うが、どの時期
が適切かは地域の特性を考慮した上、
学校で計画立案し、実施する。
毎学年2 回の定期検査の対象となる

教室等とは、具体的には、長期間、燃
焼器具により暖房する教室等や給湯
器等が置かれた職員室等である。また、
教科等において燃焼器具を使用して
いる教室等は、燃焼器具を使用してい
るときに適宜測定する。

なお、教室等において燃焼器具を使
用していない場合に限り、検査を省略
することができる。



(8)揮発性有機化合物

B 検査方法等の解説
② 検査方法

改訂前 改訂後

検体の採取時間は30 分間。

（検体は午前と午後にそれぞ
れ1 回以上採取する。）

空気試料の採取時間は30 
分間、2 回採取し、平均値
を測定値とする。

【検体の採取法】

🔶空気吸着管に吸着させる方法
●吸引方式（アクティブ法）



１ 水質
(７)総トリハロメタン
B 検査方法等の解説
② 検体の採水場所

改訂前 改訂後

検体の採水場所は、プール全体の
水質が把握できる場所とし、長方
形のプールではプール内の対角
線上のほぼ等間隔の位置で、水
面下約20 cm 付近の3 か所以上を

原則とする。

検体の採水場所は、水面下約
20 cm 付近の1 か所以上を原則
とする。

第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準



プール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置
3か所の測定のばらつき

変動係数 CV＝標準偏差／平均値

ＣＶ≦0.1 340/366＝92.9%

ＣＶ≦0.2 362/366＝98.9%
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(11) まぶしさ

C 事後措置

文部科学省 健康 ICT ガイドライン 検索

 電子黒板やタブレット端末等を利用する場合、窓からの映り
込みの防止対策として、通常のカーテンだけでなく、厚手の
カーテンや遮光カーテンのように太陽光を通しづらいものの
使用を考慮すること。なお、電子黒板やタブレット端末等の画
面の見えにくさの原因やその改善方策については、「児童生
徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」（文
部科学省）が参考となる。

http://jouhouka.mext.go.jp/school/pdf/kenko_ict_guidebook.pdf



(12) 騒音レベル

B 検査方法等の解説
③ 検査方法

〇 特殊な騒音源とは、航空機、鉄道などから生じる騒

音であり、これらの騒音は航空機や鉄道が通過す
る間だけ存在する。特殊な騒音源については、学校
だけの問題ではなく、学校を含む地域全体の課題
であることから関係法令等に基づき測定し対応する
ことが望まれる。このことから、特殊な騒音源による
騒音が問題となった場合は、自治体の環境部局等
に相談すること。



(4) ネズミ、衛生害虫等

C 事後措置

駆除に際しては対象となるネズミ、衛生害虫等の習性等をよく見極
め、安易に薬剤による駆除を行わないこと。薬剤による駆除を実施
せざるを得ない場合は、ネズミ、衛生害虫の駆除に当たっては「医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律」（医薬品医療機器法）の規定による承認を受けた医薬品又は
医薬部外品を使用し、樹木等の病害虫の駆除に当たっては「農薬
取締法」の登録を受けた農薬を使用すること。児童生徒等の健康
及び周辺環境に影響がないように薬剤の残留性等の性質や毒性
等特徴をあらかじめ確認した上で、休日や夏休み等の長期休暇に
駆除を行う等の配慮が必要である。

ネズミ、衛生害虫の駆除のために殺鼠剤や殺虫剤を使用する場合
は、総合的有害生物管理を行い、薬剤の不必要な乱用による健康
被害等を防ぐことが必要である。



(5) 黒板面の色彩

C 事後措置

黒板面を傷つけないために、日頃から次のようなことに注意すること。
（省略）

・ 黒板には参考Ⅱ－3－5 に示すような種類（JIS規格製品や全国黒

板工業連盟認定製品には下記の種類が明示されている。）があり、
文字が残るような汚れがひどい時の対応が異なるので、黒板の種類
を確認すること。
研ぎ出し鋼製黒板は黒板面を濡れた布等で水拭きはしない。

焼付け鋼製黒板やほうろう黒板は、繊維の柔らかい清潔な布を硬く
絞って水拭きし、すぐに乾いた柔らかい布で水分をふき取る。表面
を清潔に保つためには、週１～2 回、定期的に水拭きする。ただし、

水拭きの際に洗剤は使用しない。洗剤には界面活性剤が含まれて
おり、黒板面に付着すると除去するのに相当の手間がかかり、度
重なって使用すると黒板面が光ってきて、かつ、チョークが付きにく
くなる（チョークがすべる）。



学校環境衛生基準の改正は、

学校環境衛生活動の理解を

広めるためのビッグチャンス‼



ご清聴ありがとうございました。

今後とも児童生徒のために
ご協力お願いします。


